
公売日11月7日

公　売　日 令和５（２０２３）年１１月７日（火）

公売会場 小山市役所　２階　大会議室２
（栃木県小山市中央町１丁目１番１号）

小山市内物件

不 動 産 の

　買受代金納付期限 令和５（２０２３）年１１月２８日（火）　午後　２時００分

公売財産 公売財産一覧表及び財産明細のとおり

　入札開始及び締切の日時
令和５（２０２３）年１１月７日（火）　午後１時２０分から午後２時００分
（受付開始：午後０時５０分　　入札説明開始：午後１時００分）

　開札の場所
小山市役所　２階　大会議室２
（栃木県小山市中央町１丁目１番１号）

　開札の日時 令和５（２０２３）年１１月７日（火）　午後　２時０２分

　売却決定の日時 令和５（２０２３）年１１月２８日（火）　午前１０時００分

公 売 広 報

お問い合わせ先（公売執行機関）

小山市役所理財部納税課
電話番号 ０２８５－２２－９４４４



《問い合わせ先》

※公売に関するご質問は上記までお気軽に お問い合わせください。

〒323-8686 小山市中央町１丁目１番１号

　小山市役所納税課　　☎０２８５－２２－９４４４

最
短
３
週
間
後

不動産公売（期日入札）の流れ

①公売公告（公売日１０日前の日までに掲示）

②見積価額公告（公売日３日前の日までに掲示）

公売執行手続き 入札（参加）者

〔公売財産の確認〕

・物件の詳細内容・価額等を

小山市ＨＰや市町窓口備え

付けの「公売広報」で確認。

〔現況・公簿等の確認〕

・登記簿や公図、公的機

関で関係資料を閲覧等

し、現況を確認。

【農地入札者の参加要件】

・農地法の許可（届け出）が必要な財産の場合は、財産の所在

する市町村農業委員会等発行の買受適格証明書が必要。

③公売日（公告で指定した日時、会場で実施）

〔公売当日の手順〕

・受付

・公売説明

・公売保証金の納付

・入札

・開札

・最高価申込者決定

（次順位買受申込者決定）

・入札終了

・公売保証金返還
・最高価、次順位申込者への説明

※以上の所要時間約１時間３０分

④売却決定（午前１０時）

⑤買受代金納付期限（売却決定日の午後２時）

⑥権利移転
※農地法許可（届出）を要する場合は、その許可

後に登記手続きを開始。

【当日持参するもの】※公売日時・場所を確認のうえ、ご参加ください。

１ 公売保証金

売却区分番号毎に定められた金額に相当する現金または小切手

（小切手の場合は、銀行・信用金庫振出しのもの）。

２ 身分証明書

入札に参加される方（代理人を含む）の運転免許証等。

３ 印鑑

入札者が個人の場合はその印鑑（認印可）、法人の場合はその代

表者の印鑑、代理人の場合は代理人の印鑑。

４ 委任状

代理人が入札手続きを行う場合は、代理権限を証する委任状。法

人の従業員などが行う場合も委任状が必要。

５ 収入印紙（２００円）

入札者が営利法人又は個人の営業者の場合で、落札できなかっ

た公売財産（売却区分番号毎）の公売保証金返還を受ける際に

必要。

６ 買受適格証明書

農地法の許可等を必要とする公売財産（売却区分番号毎に記載）

を入札する際に必要。

７ 暴力団関係者ではないことの陳述書等

小山市ホームページからダウンロードして作成。

８ 宅地建物取引業の免許証の写し

入札者（買受申込者）が宅地建物取引業の事業者の場合、必要。

９ 債権管理回収業の許可証の写し

入札者（買受申込者）が債権管理回収業の事業者の場合、必要。

１０ 法人の役員を証する書面（商業登記簿に係る登記事項証明書）

入札者（買受申込者）等が法人の場合、必要。

１１ 共同入札代表者の届出書・共同入札者全員からの委任状

共同入札する際に必要。小山市ホームページからダウンロードして

作成。

〔公売広報の実施〕

小山市ＨＰ、公売広報など

【公売執行機関からのお知らせ】

・公売は、滞納者本人、税務職員、暴力団関係者

などは参加できません。

・公売財産は現況有姿のまま売却します。

・公売財産の引き渡しの義務を負いません。

・公売財産の種類又は品質について不適合があっ

ても執行機関は担保責任等を負いません。

・買受代金全額納付後のき損等損害負担は、買受

人が負います。

・土地境界については隣接地所有者と、接面道路

（私道）の利用については道路所有者とそれぞれ

協議をしてください。

・公売は予告なく中止することがあります。

（事前に各市へお問い合わせください。）

・売却決定日は、延期になることがあります。

【入札後公売が中止となる場合】

・買受代金の全額納付前に公売財産に係る滞納税を完納した場

合。

・買受人が買受代金の全額をその納期限までに納付しない場合。

・買受人の公売に関して妨害、不当行為等事実が判明した場合。

【登記手続き】

・公売執行機関の職員が登記請求を受けて、差押等抹消、所有

権移転の手続きを実施。（買受人が行う必要はありません）

・登記手数料（収入印紙代）、その他証明書類等は、買受人が負

担。※登記に必要な書類等は入札終了後説明します。

【入札前に公売が中止となる場合】

・公売財産に係る滞納税を完納等した場合。



〒３２３－００２３

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

¥ 1 3 4 5 6 7

10　同一人が、同一の売却区分番号の物件について、2枚以上の「入札書」を提出すると、その「入札書」は

　　いずれも無効になります。

11　農地法の手続きが必要なものは、入札に先立って農業委員会等が発行する「買受適格証明書」を提出

　　してください。

　○○○○－○○－○○○○

令和　●年　●月　●日

≪ 入 札 書 記 載 例 ≫
（売却決定決議） 　（最高価申込者の決定決議）

入 札 書

　栃木県小山市長　殿

住　　　　所
又は所在地 栃木県小山市中央町一丁目○○－○○

ふ　り　が　な 　　おやま　　 たろう

氏　　　　名
又は名称 小山　太郎

入  札  者

連絡先（TEL）

（注意事項）

住　　　　所
（役職名）

〒

氏　　　　名

下記のとおり入札します。

記

売却区分番号

○○５－○

入 札 価 額

2

代　理　人

連絡先（TEL）

１　入札書は，売却区分の番号ごとに，それぞれ別紙にしてください。　

２　字体は鮮明にし，インク又はボールペンで書いてください。　

３　複数の者が共同して入札する場合には，別の用紙がありますので請求してください。

４　代理人が入札する場合には，入札に先立って委任状を提出してください。

５　入札価額はアラビア数字で明確に記載し、入札金額の頭部には、「金」又は「￥」の文字を付けてください。

６　公売財産の売却決定は、最高価申込者の入札価額をもって行います。

７　書き損じたときは、訂正をせずに係員に新しい用紙を請求してください。

８　架空名義又は他人の名義を使わないでください。

９　入札書は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができません。

入札箱に投入する前に、売却区分番号・金額・住所・氏名に誤りがないかを、確認してください。

代理人が入札する場合は、代理人の住所・氏名

を記載してください。（委任状が必要です）

売却区分番号の数字は、アラビア数字で明

確に記載してください。

「￥」または「金」の文字を必ず付けてください。

アラビア数字で明確に記載してください。

個人の場合は住民票上の住所・氏名を、

法人の場合は商業登記簿上の所在地・

名称を記載してください。



殿

〒　300 － 3572

〒　300 － 3572

〒　　　　－

〒　　　　－

〒　　　　－

〒　　　　－

※共同入札が6名以上の場合は、記載できない共同入札者全員を別紙に記載し、入札書に貼付してから提出してください。

下記のとおり入札します。

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　 ￥ 1 2 3 4 5 6 7

1 入札書は、売却区分の番号ごとに、それぞれ別紙にしてください。

2 字体は鮮明にし、インク又はボールペンで書いてください。

5 代理人が入札する場合は、入札に先立って共同入札代表者から委任を受けた委任状を提出してください。

6 入札価額はアラビア数字で明確に記載し、入札金額の頭部には、「金」又は「￥」の文字を付けてください。

7

8 書き損じたときは、訂正をせずに係員に新しい用紙を請求してください。

9 架空名義又は他人の名義を使わないでください。

10 入札書は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができません。

12

入札箱に投入する前に、売却区分番号・金額・住所・氏名・持分に誤りがないかを、確認してください。

共同入札者は、共同で参加される全ての者を記載してください。また、公売財産の持分についても、事前に入札者間で
決定の上、必ず記載してください。

公売財産の売却決定は、最高価申込者の入札価額をもって行います。

同一人が、同一の売却区分番号の物件について、2枚以上の「入札書」を提出すると、その「入札書」はいずれも無効に
なります。なお、共同入札者のいずれかが単独又は共同（他の第三者との共同）を問わず、同一の公売財産に対し別の
入札書を提出した場合も、同様の取り扱いとなります・

農地法の手続きが必要なものは、入札に先立って農業委員会等が発行する「買受適格証明書」を提出してください。

入札を行う場合は、入札に先立って共同入札手続き等に関する代表者を定め、共同入札代表者の届出書、及び委任状
を提出してください。

／

代
理
人

住所（所在地）

フ　リ　ガ　ナ 連絡先（TEL）

氏名（名称）

記

売却区分番号 入札金額

　　　○○５－○

◆注意事項◆

１／２

／

／

茨城県結城市八千代町大字菅谷○○○

ユウキ ジロウ

結城　次郎

氏名（名称）

茨城県結城市八千代町大字菅谷○○○

ユウキ タロウ

結城　太郎

××××－

××－××××

△△△△－

△△－△△△△

≪入札書記載例≫

１／２

（売却決定決議） （最高価申込者の決定決議）

入　　札　　書　　（共同入札用）

栃木県小山市長

令和　　　●年　　　●月　　　●日

住所又（所在地）
フ　リ　ガ　ナ

持分 連絡先（TEL）

3

4

11

代
表
者

共
同
入
札

共
同
入
札
者

共
同
入
札
者

共
同
入
札
者

共
同
入
札
者

3

4

11

代
表
者

共
同
入
札

個人の場合は住民票上の住所・氏名を、

法人の場合は商業登記簿上の所在

地・名称を記載してください。

共同入札者全員について記載が必要

です。欄が足りない場合は、別紙を使

用してください。

共同入札者間の持分を記載

してください。

売却区分番号の数字は、アラビア数

字で明確に記載してください。

「￥」または「金」の文字を必ず付けてください。

アラビア数字で明確に記載してください。

代理人が入札する場合は、代理人の住所・氏名

を記載してください。（委任状が必要です）



（参考様式）

委 任 状

令和　　　年　　　月　　　日

委任者 住　所

栃木県小山市長 　　殿

　　４　上記公売財産の買受代金の納付に関する権限

　　５　上記１～４に附帯する一切の権限

　令和５年１１月７日公売に関する

　　１　次の公売財産の入札手続に関する権限

　　　　売却区分番号（　　　　　　－　　　　）

（たのむ人）

（たのまれる人）

　　２　上記公売財産の公売保証金の納付の権限及び受領に関する権限

　　３　上記公売財産の納付した公売保証金の充当に関する権限

氏　名 印

電　話

私は，下記の者を代理人と定め，次の権限を委任します。

記

受任者 住　所

氏　名 印

電　話

委任事項


